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社会福祉法人 沖縄市社会福祉協議会 

特定個人情報取扱規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（以下「番号法」という。）および特定個人情報保護委員会が定める「特定個人

情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業編）」に基づき、社会福祉法人沖縄市社

会福祉協議会（以下「本会」という）における個人番号及び特定個人情報の取扱いについ

て定めたものである。 

 

（定義） 

第２条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

（1）個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月 

日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（当該情報のみで 

は識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を 

識別できることとなるものを含む。）をいう。 

（2）個人番号 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関す 

る番号法の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民 

票コードが記載された住民票にかかる者を識別されるものをいう。 

（3）特定個人情報 個人番号をその内容に含む個人情報をいう。 

（4）役職員 本会定款に定める役員及び本会に雇用される職員をいう。 

（5）本人 特定個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。  

 

 (取扱い業務の範囲) 

第３条 本会が取扱う特定個人情報等は、原則として以下のとおりとする。 

（1）健康保険・厚生年金保険に関する届出事務 

（2）雇用保険に関する届出事務 

（3）労働者災害補償保険法に関する届出事務 

（4）国民年金第三号被保険者に関する届出事務 

（5）給与所得・退職所得に関する源泉徴収票作成事務 

（6）所得税法等の税務に関する届出事務 

（7）報酬・料金等の支払調書作成事務 

 

（特定個人情報等の範囲） 

第４条 前条の事務において取扱う特定個人情報等の範囲は、以下のとおりとする。 

（1）役職員（その扶養家族を含む。）の個人番号及び個人番号と関連付けて管理する氏名、

続柄、住所、連絡先、生年月日、性別、口座情報、源泉徴収額等 
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（2）役職員以外の個人の個人番号及び個人番号と関連付けて管理する氏名、続柄、住所、

連絡先、所属、役職、生年月日、支払内容、源泉徴収額等 

２ 前項各号に該当するか否かが定かではない場合は、第６条に定める管理責任者が判断

するもとする。 

 

（組織体制） 

第５条 本会の特定個人情報の管理に関する責任者として管理責任者を置く。管理責任者

は、事務局長とする。 

２ 本会の特定個人情報を取扱う事務に従事する者として事務取扱担当者を置く。事務取

扱担当者は会長が指名する。 

   

（職務） 

第６条 管理責任者及び事務取扱担当者の職務は、以下のとおりとする。 

（1）管理責任者 

①特定個人情報の管理に関すること 

②事務取扱担当者の教育及び監督に関すること 

③特定個人情報の取扱い状況の把握に関すること 

④その他特定個人情報の安全管理に関し必要と認める事項 

（2）事務取扱担当者 

①第 3条に規定する事務に関すること 

②その他特定個人情報の取扱いに関し必要と認める事項 

 

（特定個人情報等の取得） 

第７条 本会は、特定個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、適法かつ

適正な方法で行うものとする。 

２ 事務取扱担当者は、役職員又は役職員以外の個人から、特定個人情報の提供を受ける場

合は、紙媒体によって受領するものとする。 

３ 事務取扱担当者は、役職員又は役職員以外の個人から提出された特定個人情報を速や

かに管理システムに入力するものとする。 

 

（特定個人情報等の利用） 

第８条 本会が役職員又は役職員以外の個人から取得する特定個人情報の利用目的は、第 3

条に規定する事務の範囲内とする。 

２ 事務取扱担当者は、特定個人情報を利用して第 3条に規定する事務を行うものとする。 

３ 本会は、利用目的の変更を要する場合は、当初の利用目的と相当の関連性を有すると合

理的に認められる範囲内で変更するものとし、役職員又は役職員以外の個人への通知、公

表又は明示を行うことにより、変更後の利用目的の範囲内で特定個人情報を利用するこ
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とができるものとする。 

 

（特定個人情報等の提供） 

第９条 特定個人情報は、法令等により必要な場合においてのみ行政機関等へ提供するこ

とができる。 

２ 前項の提供を行う場合は、行政機関等が指定する提出方法に従うものとする。 

 

（特定個人情報等の保管） 

第１０条 特定個人情報は、役職員又は役職員以外の個人から提供を受けた紙媒体又は管

理システムにより保管するものとし、その他の媒体にはその情報を保管しないものとす

る。 

２ 特定個人情報は、それが記載された書類等にかかる法令等に定められた保管期間を経

過するまでの間保管するものとする。 

 

（個人番号の削除・破棄） 

第１１条 個人番号関係事務を行う必要がなくなり、法令等に基づく保存期間等を経過し

た場合には、個人番号を速やかに復元できない手段により削除又は破棄するものとする。 

２ 前項により削除又は破棄を行った場合には、第１２条に定める記録を行うものとする。 

 

（取扱い状況の記録） 

第１２条 事務取扱担当者は、特定個人情報の取扱い状況を確認するため、次の各号に掲げ

る項目について記録するものとする。 

（1）特定個人情報の取得、削除及び破棄記録 

（2）特定個人情報の利用及び提供記録 

（3）管理システムのアクセス記録 

 

（特定個人情報等を取扱う区域の管理） 

第１３条 特定個人情報を取扱う管理システム及び書類等を管理する区域（以下「管理区域」

という。）については、入退の管理及び持ち込む機器等の適切な制限を行うものとする。 

２ 特定個人情報等を取扱う事務を実施する区域（以下「取扱い区域」という。）について

は、事務取扱担当者以外の者の往来や、事務取扱担当者以外の者の後ろから目視される可

能性が低い場所とするものとする。 

 

（機器及び書類等の盗難防止） 

第１４条 管理区域及び取扱い区域における特定個人情報等を取り扱う機器及び書類等の

盗難又は紛失等を防止するため、施錠可能な保管庫における保管又は機器のセキュリテ

ィワイヤー等による固定等を行うものとする。 
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（電子媒体等の持ち出し等） 

第１５条 特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等の持ち出し及び特定個人情報

等のインターネット等による外部への送信は、次の各号に定める場合を除き禁止する。 

（1）個人番号関係事務の全部又は一部の委託に際し、必要と認められる範囲内で提供す

る場合 

（2）第３条に定める事務に関して、行政機関等へのデータ又は書類等を提出する場合 

２ 前項により持ち出し等を行う場合は、事務取扱担当者の許可を得た上で、第１２条に定 

める記録を行うとともに、厳重な安全対策を講じるものとする。 

 

（情報漏えい事案への対応） 

第１６条 事務取扱担当者は、特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損による事故が発生した

ことを知った場合又はその可能性が高いと判断した場合は、直ちに会長に報告するとと

もに、その拡大を阻止するための措置を講じなければならない。 

２ 事務取扱担当者は、漏えい事案等が発生したと判断した場合は、その原因を分析し、再

発防止に向けた対策を講ずるものとする。 

３ 事務取扱担当者は、漏えい事案等が発生したと判断した場合は、その事実を本人に通知

するものとする。 

 

（アクセス制御等） 

第１７条 本会は、事務取扱担当者に特定個人情報を取扱う管理システムへのアクセス権

を付与し、管理システムを使用できる者を限定することによりアクセス制限を行うもの

とする。 

２ 管理システムは、ユーザーID、パスワード等の識別方法により、事務取扱担当者が正当

なアクセス権を有する者であることを識別した結果に基づき認証するものとする。 

３ 管理システムは、原則として本会のネットワークシステムには接続しないものとする。 

ただし、接続の必要がある場合には、外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保

護する仕組みを導入し、適切に運用するものとする。 

 

（個人番号を取り扱う事務の委託） 

第１８条 本会は、個人番号関係事務の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、

本会自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう、次の各号に定める

必要かつ適切な監督を行うものとする。 

（1）委託先の適切な選定 

（2）安全管理措置に関する委託契約の締結 

（3）委託先における特定個人情報の取扱い状況の把握 

２ 前項第１号の選定に際しては、委託先の設備、技術水準、従業者に対する監督・教育の
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状況、その他委託先の経営環境等について確認するものとする。 

３ 第１項第２号の委託契約の締結に際しては、契約内容として、秘密保持義務、事業所内

からの特定個人情報の持ち出し禁止、特定個人情報の目的外利用の禁止、再委託における

条件、情報漏えい等の事案が発生した場合の委託先の責任、委託契約終了後の特定個人情

報の返却又は破棄、従業者に対する監督・教育、契約内容の厳守状況について報告を求め

る規定等を盛り込むものとする。 

４ 委託先は、本会の許諾を得た場合に限り、委託を受けた個人番号関係事務の全部又は一

部を再委託できるものとする。なお、再委託先がさらに再委託する場合も同様とする。 

５ 前項に定める再委託に際しては、本会は、再委託の適否に限らず、委託先が再委託先に

対して必要かつ適切な監督を行っているかどうかについても監督するものとする。 

 

（個人番号の変更時の届出） 

第１９条 役職員は、自らの個人番号が変更した場合は、変更後の個人番号を遅滞なく本会

に届け出るものとする。 

 

（本規程の位置づけ） 

第２０条 特定個人情報等の取扱いに関しては、本規程が本会個人情報保護規程の他、各種

情報の取扱いに関する規程等に優先するものとする。 

２ 本規程に規定のない事項については、本会個人情報保護規程の他、各種情報の取扱いに

関する規程等が適用されるとともに、必要な事項について会長が別に定めるものとする。 

 

附 則 

 この規則は、平成２８年３月２９日から施行する。 

 

 


